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大正カニの家利用のルール１５か条 
 

１ 徒歩・二輪車による旅行者のみ施設利用可。 

２ ペットの同伴は禁止。 

３ 利用期間は３泊までとする。 

  （宿泊期間外に置かれている荷物は、拾得

物として扱いますのでご注意下さい） 

４ 利用当日は午後６時半までに来館し、随時

管理人による確認を受けること。 

  （管理人の来館時間は、午後６時半～午後

７時の間） 

５ 利用日当日の管理人による確認では、「身

分証明書※１」を提示し、本人確認を受ける

こと。 

６ 上記「身分証明書」が提示できない場合は

宿泊不可。 

７ 室内の清掃を、管理人による確認(午後７時

～８時)後、全員で行うこと。 

８ 門限は午後１０時、消灯は午後１１時。 

９ 施設内では禁酒・禁煙を厳守すること。 



1０ 食べ物や飲み物等の利用者同士のシェアは

禁止。 

1１ 室内での携帯コンロ等の使用は禁止。 

1２ 貴重品の管理は自己責任で行うこと。 

1３ 流し台に私物を置かないこと。 

1４ 女性部屋への男性の立入りは禁止。 

1５ 芝生上でのキャンプは禁止。 
 

 以上の点を遵守できない場合は、管理人より注意を受け、その

程度・場合によっては退去や警察へ通報することもあります。 

 

※１ 運転免許証、健康保険証、マイナンバー、パスポート等。 

 

 

 

 

 

 

大正商工同友会・帯広市観光交流課 

〈緊急時の連絡先〉 

・大正商工同友会：０１５５－６４－５５１１ 

・帯広市観光交流課：０１５５－６５－４１６９ 

（土曜、日曜、祝日、夜間等については、帯広市代表電話：０１５５－２４－４１１１） 


